
条項 意見の概要 市の考え方
原案修
正の有

前文

　前半は、福井ならどこにでもある自然を
述べたもので、あわら市の特徴を述べたも
のではない。
　また、「持続可能な地域社会の実現」の
意味が不明確である。
　このほか、前文において「共動」のある
べき姿を示すべきである。解説では、「共
動」が「協働」より高い次元にあるとして
いるが、その根拠が見出せない。

　前文の前半は、北潟湖や刈安山、温泉を
はじめ、特にあわら市固有の自然や資源を
織り込みながら、この条例によるまちづく
りのフィールドである私たちのふるさとを
表したものです。
　「持続可能な」とは、その前にある「私
たち一人一人がまちづくりの主役として･･
助け合いながらまちづくりに取り組」むと
いう意識や土壌、仕組みを確立し、その持
続を図ることを示すものです。
　なお、「共動」は、前文でも使用してい
ますが、その定義については、第２条にお
いて規定しています。

無

第２条

　まちづくりの考え方や方向性は、時代に
よっても人によっても千差万別である。し
たがって、「まちづくり」「地域コミュニ
ティ活動」「市民コミュニティ活動」は削
除するとともに、次の用語は以下に示すよ
うに改めてはどうか。
事業者　市内に事務所、事業所又は活動の
　拠点を有する法人、又はその他団体をい
　う。
参画　市の政策、及び事業（以下「政策等
　」という。）の計画、実施及び評価に到
　るまでの過程並びに、まちづくりにおい
　て市民が主体的に参加し、意思決定に関
　ることをいう。
共動　市民及び市が、地域社会の課題の解
　決を図るため、それぞれの自覚と責任の
　下に果たすべき役割を認識し、相互に協
　力して取り組むことをいう。

　ご指摘のとおり、「まちづくり」のみな
らず、言葉や事象に対する考え方や印象
は、人それぞれ一様ではありません。この
ため、この条例においては、条例中使用頻
度の高いものや重要なものについて、共通
の認識を持てるよう定義付けしたところで
す。
　したがって、ここで定めた定義が、この
条例以外に及ぶものではありません。
　また、「地域コミュニティ活動」と「市
民コミュニティ活動」は、この条例で定め
る「まちづくり」を実践するための重要な
核となるものですから、それぞれのコミュ
ニティの設立の動機の違いを明らかにしな
がら、ここで定義する必要があると考えて
います。
　なお、お示しいただいた定義の案に対す
る考え方は次のとおりです。
「事業者」原案と相違はないと考えます。
「参画」地方公共団体の意思決定機関は、
第一義的には憲法に定める議会であること
から、市民の参画は、計画、実施及び評価
の過程とまちづくりの活動をその範囲とす
べきであると考えます。
「共動」共動は、「地域社会の課題の解決
を図る」ためだけではなく、まちづくり全
般について行うものと考えます。

無
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条項 意見の概要 市の考え方
原案修
正の有

第３条
第４条

　第３条第１項と第４条第１項は、内容が
似ていることなどから、これらの条を次の
ように改めてはどうか。
第３条　市民は、自らが自治の担い手であ
　ることを自覚し、責任をもって自らの地
　域のことを考えてまちづくりに積極的に
　参画するよう努めるものとする。
２　市は、国及び福井県と対等な立場で相
　互に協力の関係に立って、地方自治の本
　旨に基づき、基礎的自治体としての政策
　立案能力の向上と行政基盤の強化に努め
　なければならない。
第４条　市は、市民の意思を反映した市政
　運営を推進するため、市民が市政に対し
　意見を述べ、提案できる制度を整備する
　とともに、市民が参画する機会の確保に
　努めなければならない。又、市は、必要
　な限りにおいてこれを支援できるものと
　する。

　第３条は、見出しに示すように、第１項
で市民によるまちづくり活動などの自立に
ついて、第２項で市の自立について定めて
います。このように、まず足元を固めて自
立した上で、相互に協力することが、この
条例でいう「共動」へとつながるものと考
えます。
　ただ、ご指摘のように「自主自立の原
則」に「支援」を併記することは適当でな
いので、これを削除し、第26条で統一的に
規定します。
　また、第４条第１項については、市民一
人一人の参画について定めたものであり、
これを削除することはできないと考えま
す。
　なお、第３条については、ご意見を参考
に、次のように修正します。
第３条　市民は、自らの責任と自覚におい
　て、主体的に地域コミュニティ活動、市
　民コミュニティ活動その他の活動を行う
　ものとする。
２　市は、国及び福井県と対等の関係を保
　つとともに、地方自治の本旨に基づき、
　基礎的自治体としての政策立案能力の向
　上と行政基盤の強化に努めなければなら
　ない。

有

第７条

　第１項の「参画」には第２項の内容が含
まれているので、第２項は削除すべきと考
える。第４条第２項も第７条第２項と同様
の趣旨である。

　「参画」は、政策等の計画、実施及び評
価の過程やまちづくりに市民が主体的に関
わることであり、単に意見や提案を述べる
ことは含まれていません。第２項では、こ
うした機会についても、市民の権利として
規定するものです。
　なお、第４条第２項は市民が意見等を述
べやすくするために市が行う環境整備につ
いて、第７条第２項は意見等を述べること
が市民の権利であることについて、それぞ
れ定めているものであり、規定が重複する
ものではありません。

無

第８条

　第８条は「努めなければならない」と強
制する文になっているが、罰則規定もな
く、また、第４条第１項では「努めるもの
とする」となっている。条文によって書き
方を変えるのはいかがなものか。条例の中
での統一性を図るべきである。

　第８条は、市民の責務を定めるものであ
り、後に続く事業者や議会、市長の責務と
同様の書き方をしています。この「努めな
ければならない」は、「自らの発言と行動
に責任を持ち」「まちづくりに参画する」
ことを受けるものです。こうした書き方を
するのは、市民の皆さんもまちづくりに参
画する際には、無責任に参画するのではな
く、自らの発言や行動に責任を持っていた
だきたいと考えるからです。
　一方、第４条は、この条例の基本原則の
一つである市民参画の原則を定めたもの
で、第１項の「努めるものとする」は、
「市政及びまちづくりに積極的に参画す
る」ことを受けるものです。
　したがって、第４条第１項については、
通常の努力規定としています。

無
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条項 意見の概要 市の考え方
原案修
正の有

第10条

　開かれた議会運営を推進するため、第10
条を次のように改めてはどうか。
第10条　議会は市政の運営が適切かつ公正
　に行われているか監視し、牽制する機能
　を果すものとする。
２　議会は、開かれた議会運営のため、議
　会が保有する情報を市民に公開するとと
　もに、会議の公開及び、情報提供の充実
　により、市民との情報の共有化に努めな
　ければならない。

　修正案第１項の「牽制」には、相手を威
圧したり、相手の行動を封じるといったネ
ガティブなイメージがあることから、採用
は消極的に解します。
　また、修正案第２項の情報の公開に関し
ては、第18条の情報の公開及び提供で定め
ていることから、ここでの規定は必要ない
と考えます。

無

第12条

　市長の責務として、職員に対する人材育
成の規定を追加してはどうか。

　ご意見を参考に、第２項として次のよう
に加えます。
２　市長は、職員を適切に指揮監督すると
　ともに、人材の育成に努め、効率的かつ
　効果的に組織運営を行わなければな
　らない。

有

第14条

　原案に「共動」の文言を追加してはどう
か。

　ご意見を参考に、第１項を次のように修
正します。
第14条　職員は、全体の奉仕者としての自
　覚と共動の理念を持って、市民の視点に
　立ち、公正、誠実かつ効率的に職務を遂
　行しなければならない。

有

第16条

　第１項は、「財政計画の策定」「効率的
な財政運営」「財政の健全性の確保」のよ
うに時系列を追うように改めてはどうか。
　第２項には、貸借対照表や行政コスト計
算書など財務諸表に関するの細かい例示が
必要と考える。

　第１項については、財政計画を策定する
ことにより財政の健全性を図るとともに、
効果的な財政運営を行うという趣旨から、
原案どおりとすることでご理解願います。
　また、ご提案いただいたように「財政の
健全性の確保に努める」では、努力規定に
なってしまい、強制性に欠けることから、
原案どおり「行わなければならない」とい
う義務規定のままにしたいと考えます。
　第２項については、条例で決算に関する
具体的な資料を指定することは、制度変更
時の手続等も考慮した場合に適当でないと
考えられることから、原案どおりとするこ
とでご理解願います。ただし、これらの詳
細な資料は、積極的に公表しますので、ご
了承願います。

無

第18条

　情報を提供するだけでなく、これによる
市民との情報の共有まで規定すべきと考え
る。

　情報の共有については、第６条で規定し
ているため、ここでの規定は不要と考えま
す。
　なお、ご意見を参考に、第６章の章名を
「情報の公開、保護等」に修正します。

有

第19条

　条文中には「保護」という文言が入って
いない。個人情報は適正に取り扱うのでは
なく、「個人情報の保護に努めなければな
らない」とすべきである。

　見出しにあるように、第19条は個人情報
の保護について定めています。
　ご提案のように「努めなければならな
い」では、努力規定となってしまい、市に
対する強制性に欠けることになることか
ら、「適正に取り扱わなければならない」
という義務規定としています。

無

- 3 -



条項 意見の概要 市の考え方
原案修
正の有

第22条

　市民から寄せられた意見に対する市の考
え方を公表することについて、規定すべき
である。

　あわら市では、平成16年に「あわら市パ
ブリックコメント手続に関する要綱」を定
め、政策等の案の公表から、寄せられた意
見の概要と市の考え方の公表等について定
めています。
　この条は、パブリックコメント手続を実
施する根拠として定めるものであり、詳細
な手続については、要綱に委任するもので
す。

無

第25条
第26条

　第25条第１項では地域コミュニティ活動
への参加を強制し、第２項の市民コミュニ
ティ活動へは自由意思となっており、条文
に統一が取れていない。
　また、第26条第２項は、第３条第１項と
重複する。
　したがって、これらの２条を削除すべき
である。

　あわら市のまちづくりと活性化を考えた
場合に、行政区などの地縁によるコミュニ
ティ活動には、市民の皆さんに積極的に参
加していただきたいことから、第25条第１
項はこれを求める書き方としています。
　一方、地縁によらず、一定の目的などに
よるコミュニティ活動には、市民の皆さん
の自由意思により参加することが理想的で
あることから同条第２項のような書き方を
しています。
　第26条は、コミュニティ団体との共動に
ついて定めていますが、第２項に規定する
「必要な支援」も共動の一形態であると考
えられることから、この条で確認的に規定
しています。

無

追加

　この条例の位置付けが規定されていな
い。
　市の最高規範として、この条例を位置付
けることが最も重要である。

　確かに、先進自治体には、自治基本条例
を自治体の最高規範として位置付けている
ところが半数程度あるようです。
　こうした規定は、おそらく日本国憲法第
97条から第99条までの規定に倣ったものと
考えられます。
　この条例についても、全文をご覧いただ
ければ、同様の趣旨が読み取れることと思
います。
　しかしながら、ご存知のように、憲法
は、その改正に関し第96条で特別の手続が
定められるなど、法律とは明らかに法規範
としての性格が異なるものです。
　そもそも、法律自体がその制定の根拠を
憲法に求めています。
　一方、同じく憲法第94条をはじめ、地方
自治法などに基づき定められる条例には、
特別法と一般法の関係により優先順位がつ
けられることはありますが、基本的に上下
の区別はありません。もちろん、改正の際
の特別議決の規定なども設けることはでき
ません。
　こうした理由により、あわら市において
は、この条例の位置付けを明文化していな
いものです。

無

その他

　あわら市には、金津創作の森というすば
らしい施設があり、さまざまな分野の芸術
家がここに入居している。
　あわら市のまちづくりを進めるに当たっ
ては、この入居作家とも協力すべきと考え
る。

　金津創作の森の入居作家の皆さんも、こ
の条例で規定する市民であり、まちづくり
を進めるに当たっては、共動の原則に立っ
て、力を合わせて取り組んで生きたいと考
えています。

－
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